
 

 

 

令和 3年 12月 17日 

 

各府省の行政運営に関する調査の実施 

 

 

 

 

 

 ○ 指定管理者制度の運用状況に関する調査 

      指定管理者制度の導入施設において、住民ニーズをうまく取り込みながら住民サービスの

向上に取り組む自治体がみられる一方、従来の取組の延長にとどまる自治体もみられるなど

の状況を踏まえ、制度の有効活用を促進するため、住民サービスの向上等のための取組状況、

災害等への対応状況を調査 

 

    ○ 遺留金等に関する実態調査 

      超高齢社会の到来や家族のつながりが希薄化する中、引取者のない死亡人の増加に伴い、

残余遺留金の処理が進まず年々累積するなど、これらの死亡人の葬祭等に携わる地方公共団

体の事務や費用の負担が増大していることを踏まえ、負担軽減に向けた課題等を整理するた

め、相続人調査の実施状況、残余遺留金の発生状況、相続財産管理制度・弁済供託制度の活用

状況等を調査 

総務省行政評価局では、行政評価等プログラムに基づき、令和 3年 12月から以下のテー

マについて調査を実施します。 

公表資料 

(連絡先) 

＜指定管理者制度の運用状況に関する調査＞ 

総務省行政評価局評価監視官（内閣、総務等担当） 

担当：五十嵐 

電話：03-5253-5441（直通） 

 

＜遺留金等に関する実態調査＞ 

総務省行政評価局評価監視官（法務、外務、経済産業等担当） 

担当：佐藤（理） 

電話：03-5253-5450（直通） 

 

＜調査全般について＞ 

総務省行政評価局総務課 

担当：中山 

電話：03-5253-5407（直通） 

 

E-mail：https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html 

 






